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■標準給与月額改定更新

□ 標準給与月額改定改定の更新(登録)

② 

① 

①クリック（選択） 
②ボタンをクリック 
 
標準給与月額改定更新画面
へ遷移します。 

クリック 

標準給与月額改定更新
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＜変更後＞標準給与月額 
 
 
 
 

「算定基礎額」（加入者の給与月額）を

入力すると、該当する等級と標準給与

月額が表示されます。 

③ 

② 

④クリック 
 
登録内容に不備があると、エラー
メッセージが表示されます。 

修正し、再度保存ボタンをクリック 

してください。 

① 

① 

①ボタンをクリック 
 
検索結果が一覧表示されます。 

※必須入力 

②算定基礎額（給与月額）を入力 

①保存対象者をチェック（選択） 
 

☑全 をチェックすると、①全ての行

がチェックされます。 
 

チェックボックスでチェックされてい

る行のみが保存対象となります。 

③ボタンをクリック 
 
☑されている行のみ
保存されます。 

算定基礎額（給与月額）は、諸手当（地域手当、
住宅手当、通勤手当、職能給、評価給等）を一
切含めない本俸月額（基本給）とします。 
ただし、地域手当と本俸とを一体化して、給料
月額を算出している場合は、あえて「地域手
当」分を除外する必要はありません。 

＊日給制や時給制で採用されている方は、雇

用契約に定められている勤務日数や時間数

から本俸月額を算出して下さい。 
なお、非常勤の訪問介護員等のように、勤務
実績により給与が決まる場合は、５～７月の平
均支払い月額(諸手当は含めず)で算出してく
ださい。 

毎年1回10月から摘用される、標準給与月額の改
定及び掛金の決定を行うため、全加入者の8月1日
時点の、算定基礎額の届出が必要となります。 

④ 
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① 

登録された、対象年の標準給
与月額が表示されます。 

②算定基礎額を取消 
 

☑されている状態で、算定基
礎額を削除し、③保存すると、
登録されている対象年の標準
給与月額改定の更新を取り消
します。 

①保存対象者をチェック（選択） 
 

☑全 をチェックすると、全ての行

がチェックされます。 
 

チェックボックスでチェックされて

いる行のみが保存対象となります。 

② 

③ 

③ボタンをクリック 
 
☑されている行のみ保
存されます。 

標準給与月額改定更新


